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第２章 地震災害予防計画 

第１節 総則 

第１項 防災協働社会の形成推進 

一般対策編第２章第１節第１項「防災協働社会の形成推進」を準用する。 
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第２節 自発的な防災活動の促進 

第１項 防災思想・防災知識の普及 

一般対策編第２章第２節「防災思想・防災知識の普及」に定めるところによるものとするが、町の震災対策に

関するものを次のように定め、その充実に向け検討、実施していくものとする。 

 

1 方針 

地震災害を最小限に食い止めるため、町をはじめとする防災関係機関による災害対策の推進はもとより、住民

一人ひとりが、日頃から地震災害について認識を深め、「自らの生命は自らが守る」、「みんなの地域はみんなで

守る」という基本理念と正しい防災知識を深め、平素から地震災害に対する備えを心掛けることが必要であり、

生活単位や学校、職場等に着目し、それぞれの状況に応じた啓発を通じて防災意識の高揚を図る。 

また、町及び県は、防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関する様々な情報や各種データを分

かりやすく発信する。 

なお、その際には乳幼児、重篤な傷病者、障がい者、高齢者、妊婦、外国人等の要配慮者に十分配慮し、地域

において避難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等双

方の視点に十分配慮するよう努める。 

 

2 震災時の行動マニュアルの作成・配布 

町は、住民が地震発生直後から時間を追った具体的な行動マニュアルを作成し、住民に配布する。 

 

3 防災教育 

(1) 住民教育 

町、県及び防災関連機関等は相互に連携して、地震時に住民が『自らの命は自ら守る』『みんなの地域

はみんなで守る』という意識のもとに、自主的な行動がとれるよう必要な住民教育を行う。 

   教育内容                      教育の方法 

１ 地震に関する一般知識 

２ 建物の点検と補強方法 

３ 家具等の固定方法 

４ 危険地域等に関する知識 

５ 生活必需物資等の備蓄 

６ 地震発生時の心得 

７ 地震が予知された場合の心得 

８ 自主防災組織の活動と各自の役割 

９ 応急救護の方法 

10 避難方法（避難路、避難場所等） 

11 避難行動要支援者を守るための防災知識 

12 情報入手の方法 

13 防災関係機関が講ずる地震対策 

 １ 自主防災組織単位の講習会の開催 

２ 自治会、ＰＴＡ等の会合等の利用 

３ 婦人団体、成人学級等の社会教育活動の利用 

４ 地区安全協会の講習会等の利用 

５ 防災交流センターの利用（防災研修会、貸出しフィル

ム、地震体験車等） 

６ 県広域防災センターの利用（展示教育設備） 

７ ＶＲシミュレーションの利用 

８ 地震手引書等の作成・配布 

９ テレビ、ラジオ、新聞、パンフレット、ちらし等を通

じての広報 

10 相談窓口の設置 

 

 

(2) 児童生徒等に対する普及 

町は県と協力して、学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時
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間の確保など、防災に関する教育の充実に努める。また、学校において、外部の専門家や保護者等の協力

の下、防災に関する計画やマニュアルの策定が行われるよう促す。 

学校（園）等は、地震の発生に関する科学的知識の普及、災害予防、避難方法、早期避難の重要性等災

害時の防災知識を児童生徒等に理解させるため、発達段階、地域コミュニティにおける多様な主体との関

わりの中で地域の実情に即した防災教育を行い、消防機関及び自主防災組織等と協力した防災訓練を実施

する。 

(3) 職員に対する防災教育 

町、県、防災関係機関等は、防災上必要な専門的知識及び技能の向上を図るため、防災事務又は業務に

従事する職員はもとより、一般職員等に対しても機会を得て防災関係法令、地域防災計画、非常配備の基

準、各部局において処理すべき防災事務又は業務等に関する講習会、研究会、研修会等を実施し、その指

導を行う。 

ア 教育内容 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 企業防災の推進 

町及び県は、企業の防災意識の向上を図るとともに、企業の防災力向上の促進を図る。また、企業を地

域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバ

イスを行う。 

(5) 防災訓練への積極的参加 

町、県、防災関係機関等は、防災知識の普及や災害時における防災対応行動力(共助の行動の実践）の向

上を図るため、住民、自主防災組織、企業等に対して防災訓練への積極的参加について啓発に努め、必要

に応じ指導、協力する。 

(6) 「岐阜県地震防災の日」における防災対策の点検 

岐阜県地震防災対策推進条例では、濃尾大震災（明治24年10月28日発生）が発生した10月28日を「岐阜

県地震防災の日」と定められており、町は、防災体制、個々の職員の防災活動体制等の地震防災対策の取

組の状況を点検するとともに、防災意識の向上を図るため、個人、家庭、学校、職場それぞれで防災点検

を行うなど啓発活動の実施を促進する。 

また、住民、事業者、団体、機関等は、それぞれ毎月1回、｢県防災点検の日｣に防災に関する点検を行い、

突然の被害に備えるものとする。 

 

１ 地震に関する一般的・専門的知識 

２ 現在講じられている地震対策 

３ 今後取組むべき課題 

４ 組織の防災体制 

５ 職員のとるべき行動（事前、発生後、予知があった場合） 

６ 防災活動に関する基礎的知識（防災資機材の使用方法、応急手当等） 
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第２項 防災訓練計画 

一般対策編第２章第２節第２項「防災訓練計画」を準用する。 

 

 

第３項 自主防災組織の育成と強化 

一般対策編第２章第７節第３項「自主防災組織の育成と強化」を準用する。 

 

 

第４項 ボランティア活動の環境整備計画 

一般対策編第２章第13節「ボランティア活動の環境整備計画」を準用する。 
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第３節 迅速かつ円滑な地震災害対策への備え（危機管理） 

第１項 防災体制の確立 

1 計画の方針 

前ぶれなく不意に発生し、被害が同時かつ広域的に多発する地震に対して、即座に対応し得る体制の構築を図

る。 

 

2 町における防災組織 

町における防災組織は、次のとおりである。 

(1) 御嵩町防災会議 

御嵩町防災会議は、一般対策編第１章第２節「御嵩町防災会議」に定めるとおりとする。 

(2) 御嵩町災害対策本部 

町本部の組織及びその事務分掌は、一般対策編第１章第６節「災害対策本部の組織」に定めるとおりと

し、地震発生時の活動体制については、本編第３章第１節第１項「防災活動体制の整備」に定めるとおり

とする。 

(3) 自主防災組織 

町における自主防災組織の整備、育成、マニュアルの作成等に関する計画は、一般対策編第２章第７節

第３項「自主防災組織の育成と強化」に定めるとおりとする。 

 

3 防災拠点施設等の整備 

(1) 防災拠点施設の整備 

町は、災害対策本部となる役場庁舎が耐震基準を満たしていないことから、大規模地震発生後も特定の機能

が維持できる役場新庁舎を整備するとともに、次の施設についても整備を図るものとする。 

ア 災害時に消防団や自主防災組織等の活動拠点となる防災拠点施設   

イ 多数の住民が避難できる拠点避難地   

なお、大規模災害時においては、役場新庁舎が災害対策の拠点となることから、役場新庁舎の来庁者用駐車

場は、消防車等の緊急通行車両や災害応急対策関係車両等の駐車場や活動拠点スペースとして利活用できるよ

う整備を図るものとする。 

また、大規模災害時においては、住民がこれらの施設へ避難するため、避難経路を整備するとともに、緊急

通行車両等の侵入道路の整備も行うものとする。 

 

(2) 道路等の整備 

町本部、物資の一時集積場所となる御嵩町防災コミュニティセンター、ヘリポート、指定避難所等防災上重

要な拠点となる施設を結ぶ道路の整備を図るとともに、不特定多数の者が利用する橋梁のほか、歩道橋等の交

通安全施設についても、耐震基準を満たさないものは、緊急性や必要性等を考慮の上、順次耐震改修を図るも

のとする。 
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第２項 広域応援体制の整備 

一般対策編第２章第14節「広域応援体制の整備」を準用する。 

 

 

第３項 防災通信設備等の整備計画 

一般対策編第２章第９節「防災通信設備等の整備計画」を準用する。 

 

 

第４項 医療・救護体制の整備 

一般対策編第２章第15節「医療・救護体制の整備」を準用する。 
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第５項 緊急輸送網の整備 

1 計画の方針 

大規模震災時には、道路・橋梁等の損壊、障害物、交通渋滞等により、道路交通に支障が生じる場合が多いた

め、災害応急対策を迅速に実施し、要員、物資等の緊急輸送を円滑に行うルートの確保を図るものとする。 

 

2 緊急輸送道路の指定 

県は、緊急輸送道路を、次のとおり指定している。 

(1) 緊急輸送道路は、地震発生後の緊急輸送の確保の観点から広域的な役割を果たすもの、地区内の災害応

急対策の輸送を果たすもの等その役割から次のとおり区分してネットワークを構築する。 

ア 第1次緊急輸送道路…県庁所在地及び地方生活圏の中心都市等の重要都市を連絡し、広域の緊急輸送

を担う道路 

イ 第2次緊急輸送道路…第1次緊急輸送道路と知事が指定する※地域防災拠点を相互に連絡し、地域内

の緊急輸送を担う道路 

ウ 第3次緊急輸送道路…第1次・第2次緊急輸送道路と知事が指定する※地区防災拠点を相互に連絡し、

地域内の緊急輸送を担う道路 

※地域防災拠点：次のうち知事が指定するもの 

・市町村役場 ・市町村役場支所 ・県土木事務所 ・指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公

共機関 ・自衛隊の庁舎、事務所 ・緊急物資の備蓄地点 ・広域救護病院  

・一時集積配分拠点施設、臨時緊急へリポート ・その他知事が指定するもの 

※地区防災拠点：次のうち知事が指定するもの 

・広域避難地 

 

3 町における措置 

町における県指定緊急輸送道路は、次のとおりである。 

町は、その他にも県指定緊急輸送道路と接続し、町で定めた防災拠点のほか、指定避難所、医療施設等をネッ

トワークできる形で、速やかに道路の啓開を図れるように業者との連携等、体制の整備に努める。 

町内の県指定緊急輸送道路 

第 1 次 緊 急 輸 送 道 路 国道21号（土岐ー井尻）、21号バイパス、東海環状自動車道 

第 2 次 緊 急 輸 送 道 路 
国道21号（井尻ー上恵土）、主要地方道多治見白川線、一般県道多治見八百津

線、町道御嵩45号線 

 

4 道路被害状況の迅速把握 

町及び県は、地震災害発生後、早期に緊急輸送道路を確保するため、道路の被害状況を迅速に把握し、それに

基づく応急復旧への早期着手及び復旧資機材の速やかな調達体制づくりに努める。また、道路啓開等を迅速に行

うため、道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立案する。 
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5 防災拠点の指定 

県は、次の区分により防災拠点を指定している。 

第1次拠点 県庁舎、地方生活圏中心都市庁舎 

第2次拠点 

市町村庁舎、県出先機関、警察署、消防本部、自衛隊、国土交通省関係事務所、 

その他省庁、ヘリポート、道の駅、災害医療拠点、物流拠点、広域防災拠点、 

河川防災ステーション、ＳＡ・ＰＡ等 

第3次拠点 広域避難地 

 

6 一時集積配分拠点施設の設置 

町は、地震による災害が発生した場合において、被災地の物資の輸送を迅速かつ効率的に実施するために、御

嵩町防災コミュニティセンターに一時集積配分拠点施設を確保するものとする。 

 

7 緊急通行車両の周知・普及 

町及び県は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両について、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度

が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者

等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図るものとする。 

 

8 沿道建築物等の耐震化 

緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化について、緊急輸送の障害の可能性が高い建築物等に対して重点的に実施

する。 

 

 

第６項 地震防災訓練計画 

一般対策編第２章第２節第２項「防災訓練計画」を準用する。 
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第４節 民生安定のための備え 

第１項 避難対策 

1 計画の方針 

大規模地震発生時には、崖崩れの危険地域や火災の延焼などの二次災害のおそれのある区域の住民等は、速や

かに安全な場所に避難することが何よりも大切であり、安全、迅速な避難のための方策を講ずる必要がある。ま

た、建物の倒壊、火災等により住居が奪われるなど、長期にわたり避難生活を余儀なくされる事態が予測され、

質的にも、量的にも整備された指定避難所を確保しておくことが必要であるため、避難路の安全を確保し、避難

誘導体制を整備するとともに、指定避難所における良好な生活環境の確保に努める。 

 

2 避難計画の策定 

町における指定緊急避難場所又は指定避難所は、一般対策編第２章第10節「避難対策」に定めるとおりである。 

町は、地震災害時に安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう避難計画を策定し、住民、指定避難所設置予定施設

の管理者等に周知徹底する。 

 《計画の内容》  
  
(1) 避難の勧告又は指示を行う基準 

(2) 避難の勧告又は指示の伝達方法 

(3) 指定緊急避難場所又は指定避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

(4) 避難方法、指定緊急避難場所又は指定避難所への経路、誘導方法、誘導責任者等 

(5) 指定避難所等の整備に関する事項 

ア 収容施設 

イ 給水施設 

ウ 情報伝達施設 

(6) 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

 

3 行政区域を越えた広域避難の調整 

町は、県の協力を得て、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容易か

つ確実に受け取ることのできる体制の整備を図る。 

(1) 大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、発災時の具体的な避難及び受入方法を含めた手

順等を定める。 

(2) 被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の地方公共団体が共有する仕組みの円滑な運用・強化を図る。 

 

4 指定避難所 

(1) 指定避難所の指定 

町は、住家の倒壊等により生活の本拠を失ったとき又は避難が長時間に及び宿泊を要するときの施設と

してあらかじめ指定避難所を確保・指定し、住民に周知する。指定避難所の選定にあたっては、二次災害

などのおそれがないこと、立地条件や建物の構造等を考慮し安全性が十分確保されていること、主要道路

等との緊急搬出入用災害アクセスが確保されていることなど、環境衛生上問題のないことなどを確認して

おく。 

また、指定避難所となる公共施設等のバリアフリー化や、非常用燃料の確保、及び、非常用電源、衛星

携帯電話等の通信機器、排水経路を含めた災害に強いトイレ等の整備を図るほか、男女のニーズの違いを
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考慮し、男女双方の視点に立った施設を整備する。また、空調、洋式トイレ等の整備や、社会福祉施設等

を指定避難所として指定するなど要配慮者に配慮した福祉避難所の確保、宿泊施設を指定避難所として借

り上げるなど、多様な機能を備えた指定避難所の確保について検討する。 

さらに、住民の生活を維持するために必要な物資等の供給を持続的に行うことができるよう防災拠点と

の連携方策や指定避難所において安定したエネルギーの確保のための再生可能エネルギー技術（太陽光発

電、燃料電池、蓄電池等）の導入及び活用について検討する。 

(2) 指定避難所の施設設備の整備 

町は、次のうち出来るものから順次整備を図るものとする。 

ア 指定避難所開設に必要な施設設備…貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、テレビ、ラジオ等、通信

機器（非常緊急通話用電話、衛星携帯電話等）、非常用燃料、非常用電源（発電機、太陽光発電施設） 

イ 指定避難所生活の環境を良好に保つための設備…換気、照明等 

ウ 要配慮者への配慮…スロープ、障がい者用トイレ、文字を表示できるラジオ等 

(3) 指定避難所運営マニュアルの策定 

町、自主防災組織、施設管理者の協議により、予定される指定避難所ごとに、事前に指定避難所運営マ 

ニュアルを策定する。また、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前 

に避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努める。町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活 

環境の継続的な確保のために、専門家等との定期的な情報交換に努める。 

 《指定避難所運営マニュアルの内容》  
  
(1) 指定避難所開設・管理責任者 

(2) 避難者の自治組織（代表者、意思決定手続等）に係る事項 

(3) 指定避難所生活の基本的ルール 

ア 居住区画の設定・配分 

イ 共同生活上のルール（トイレ・ゴミ処理等） 

ウ プライバシーの保護等 

(4) 避難状況の確認方法 

(5) 避難者に対する情報伝達、避難者からの要望等の集約 

(6) その他指定避難所生活に必要な事項 

(7) 平常体制復帰のための対策 

 

(4) 指定避難所開設状況の伝達 

町は、指定避難所が開設されていることを住民に伝達する手法について、あらかじめ定めておくものと

する。 

(5) その他事前計画の検討 

各指定避難所に、要配慮者を優先すべきスペースを想定することや各学校等においては迅速な授業体制

の復旧のため児童・生徒が専用に使用し一般の避難者を立入禁止とするスペースをあらかじめ定めるなど、

指定避難所開設時に必要な対策を検討する。 

 

5 指定緊急避難場所 

町は、指定避難所へ避難する前に組織的避難が円滑に行えるように自主防災組織、自治会ごとに一時的に集合

して待機する場所として指定緊急避難場所をあらかじめ確保・指定し、住民に周知する。
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 《指定緊急避難場所の選定基準》  
  
(1) 災害が切迫した状況において、速やかに、居住者等に該当指定緊急避難場所が開設される管理体制を有している

こと。 

(2) 異常な現象（洪水、がけ崩れ、土石流、地すべり、大規模な火事等）による災害発生のおそれがない区域（安全

区域）内に指定緊急避難場所が立地していること。 

(3) 指定緊急避難場所が上記安全区域外に立地する場合には、当該異常な現象に対して安全な構造であることのほか、

このうち、洪水、津波等については、その水位よりも避難上有効なスペースなどがあること。 

 

6 避難道路の指定 

町は、市街地の状況に応じ、住民の理解と協力を得て、避難道路を指定し、住民に周知する。 

 《避難道路の選定基準》  
  
(1) おおむね８メートル以上の幅員とする。 

(2) 相互に交差しないものとする。 

(3) 道路沿いには、火災、爆発等の危険の大きな工場等がないよう配慮する。 

(4) アーケードのない道路とし、窓ガラス、看板等の落下物も考慮する。 

(5) 地盤が比較的強固で、浸水等の危険のない道路であること。 

(6) 自動車の交通量がなるべく少ないこと。 

(7) 複数の道路を選定するなど周辺地域の状況を勘案して行う。 

 

7 避難行動要支援者の避難誘導体制の整備 

町は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安否確認を行うため、消防団等の防災関係機関、自主防災組

織、社会福祉協議会、民生委員、福祉サービス提供者、障がい者団体等の福祉関係者と協力して、情報伝達体制

の整備、避難行動要支援者に関する情報の把握、共有及び避難支援計画の策定等、避難行動要支援者の避難誘導

体制を整備する。 

 

8 避難に関する広報 

町及び県は、住民が的確な避難行動をとることができるようにするため、指定緊急避難場所、指定避難所、災

害危険地域等を明示した防災マップやハザードマップ、広報紙、ＰＲ紙等を活用して広報活動を実施する。 

 

9 帰宅困難者対策 

公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者の発生することから、町及び県

は、「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認手段について平時から積

極的に広報するとともに、企業等に対して、従業員等を一定期間事業所等内に留めておくことができるよう、必

要な物資の備蓄等を促すなど、帰宅困難者対策を行う。 
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第２項 災害対策物資備蓄等の計画 

一般対策編第２章第８節「災害対策物資備蓄等の計画」を準用する。 

 

 

第３項 防災資機材の確保対策 

一般対策編第２章第８節「災害対策物資備蓄等の計画」を準用する。 

 

 

第４項 防疫対策 

一般対策編第２章第16節「防疫対策」を準用する。 

 

 

第５項 要配慮者対策 

一般対策編第２章第12節「要配慮者対策」を準用する。 
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第６項 応急住宅対策 

1 計画の方針 

大規模地震により住宅が全壊（全焼、流失、埋没）し、住むことが不可能な場合、被災者を収容するための住

宅を仮設する必要があることから、的確・迅速な応急住宅対策を行うための体制を整備する。 

 

2 供給体制の整備 

町及び県は、災害に対する安全性に配慮しつつ、応急仮設住宅の用地に関し、建設可能な用地を把握するなど、

あらかじめ供給体制を整備しておくものとする。 

 

3 民間賃貸住宅の借上げ体制の確立 

町及び県は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や民間賃貸住宅の空き家等の把握に努

め、災害時に迅速にあっせんできるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。また、民間賃貸住宅の借り上

げの円滑化に向け、その際の取扱い等について、あらかじめ定めておくものとする。 
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第７項 孤立地域防止対策 

1 計画の方針 

町域の大部分は山地で占められており、その中を河川が深い谷を刻みながら流れ、所々に盆地を形成、山間地

には小集落が点在している。こうした地勢は、孤立地域の発生を余儀なくさせることから、通信手段の確保、道

路網の整備等の防止対策を推進する。 

 

2 通信手段の確保 

通信手段については、一般対策編第２章第９節「防災通信設備等の整備計画」に定めるところによる。 

町及び県は、災害時の孤立地域を予測し、住民と行政機関との間の情報伝達が断絶しない通信手段の確立に努

める。 

 

3 災害に強い道路網の整備 

町及び県は、孤立予想地域に通ずる道路の防災対策を推進するとともに、林道、農道等の迂回路確保に配意し

た整備を推進する。 

 

4 孤立予想地域の実態把握 

町及び県は、災害時の孤立地域を予測し、孤立時に優先して救護すべき要配慮者や観光客の孤立予測について、

平素から把握しておく。 

 

5 備蓄 

備蓄については、一般対策編第２章第８節「災害対策物資備蓄等の計画」に定めるところによる。 

町は、孤立地域内での生活が維持できるように、各自の食料品等の備蓄に努めるとともに、孤立する観光客等

に対する備蓄にも配慮する。 

 

6 その他 

  町は、上記の対策に加え、県が別に定める孤立集落対策指針により、その他の対策を実施するものとする。 
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第５節 地震に強いまちづくり 

第１項 まちの不燃化・耐震化 

1 計画の方針 

阪神・淡路大震災では、木造家屋のみならず比較的安全とされていた堅牢建築物までもが倒壊し、また、地震

に伴い二次災害としての延焼火災も各地で発生した。 

このため、建築物の耐震化・不燃化の推進、都市公園の整備等による防災空間の確保、市街地の開発等による

密集市街地の整備等を推進することが必要であり、災害廃棄物の発生を抑制する意味でも、想定を超える災害が

発生した場合、生命の安全の確保を第一としつつ被害を一定のレベルに食い止められるような「地震に強いまち

づくり」を目指す。 

 

2 防災上重要な建築物の耐震性確保の推進 

町は、災害時に応急対策活動の拠点となる町有施設の耐震性を確保するため、次の施設の耐震工法及び耐震補

強等の耐震化を推進する。 

 《応急対策活動拠点》  
  

●災害対策本部設置場所及び代替場所  一般対策編第３章第１節第１項に定める施設 

●物資の一時集積場所  一般対策編第２章第８節第５項に定める施設 

●ヘリポート  一般対策編第２章第11節第３項に定める施設 

●避難行動要支援者用避難区画施設  一般対策編第２章第10節に定める施設 

●指定避難所  一般対策編第２章第10節に定める施設 

 

3 建築物の防災対策 

町は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号）に基づく、町の区域内の建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進を図るための計画（以下「御嵩町耐震改修促進計画」という。）に基づき、計画的な耐震

化を促進していくこととする。 

(1) 防災上重要な建築物の耐震性確保 

町及び公共的施設管理者は、県有施設の耐震化に準じ、耐震診断及び耐震補強工事を推進するものとす

る。 

(2) 一般建築物の耐震性強化 

町及び県は、建築物の所有者又は管理者に対し、耐震工法及び耐震補強等の重要性について啓発を行い、

一般建築物の耐震性の強化を図るものとする。 

ア 建築基準法に基づく建築物等の規制による推進 

建築物の敷地、構造及び用途等が建築基準法に適合するよう、中濃建築事務所との連携による岐阜

県建築行政マネジメント計画の推進を行う。 

イ 耐震化に関する啓発及び住民相談の実施 

町及び県は、耐震化の必要性と具体的な耐震補強について、木造住宅の危険度を評価できるウェブ

サイトの紹介や、耐震工法等の資料の配布、説明会等の開催により啓発に努める。 

また、建築相談窓口を開設し、住民からの建築物の耐震化に関する相談に応じ、耐震診断及び耐震

補強に関する技術指導を実施する。 
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ウ 建築士会等の協力 

建築物の設計・施工について豊富な知識と経験を持つ建築士会等と協力し、一般建築物の耐震性確

保を図る。 

エ 広報の実施 

学校、医療機関、観光施設等多数の住民が集合する建築物においては、落下物の防止を含む耐震性

の確保について指導、広報を行う。 

オ 建築物等耐震化促進事業費補助の実施 

「建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱」により、建築物の耐震診断、耐震補強工事を、要綱

に定める要件及び方法を満たした場合、経費の一部を国、県及び町が負担する。 

(3) 被災した建築物・宅地の危険度判定体制の整備 

町及び県は、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）及び宅地が余震等による二次災害に対して

安全であるかどうかの判定を実施する技術者を確保するため、「全国被災建築物応急危険度判定協議会」

及び「被災宅地危険度判定連絡協議会」が定める判定要綱及び判定業務マニュアル（震前対策編）に基づ

き平常時から事前に準備しておくよう努める。 

ア 危険度判定活動の普及啓発 

町は県と協力し判定士の養成に努め、危険度判定活動の普及啓発を行うものとする。 

イ 震前判定計画、震前支援計画の作成 

町は、被災時に円滑な判定活動が行えるよう、県が作成する「震前判定計画」を参考に、予め震前

判定計画を作成する。 

ウ 研修機会の拡充 

町及び県は、被災時に円滑な判定活動が行えるよう、予め判定士を対象とした判定訓練を実施し、

判定技術の向上を図る。 

エ その他の安全対策 

町、県及び施設管理者は、窓ガラス及び看板等の落下対策、ブロック塀（石塀を含む）の倒壊防止

対策、天井の脱落防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止対策等、建築物に関連する安全対策

を講ずる。特に倒壊の危険のあるブロック塀の除却を進めていくものとする。 

 

4 ブロック塀（石塀を含む）の倒壊防止対策 

(1) 住民に対し、ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等についての知識普及を図る。 

(2) ブロック塀を新設又は改修しようとする住民に対し、建築基準法に定める基準の順守を指導する。 

(3) ブロック塀を設置している住民に対して、日頃から点検に努めるよう指導するとともに、危険なブロッ

ク塀に対しては造り替えや生垣化等を奨励する。 

 

5 道路、河川施設等の防災対策 

(1) 道路の整備 

地震発生時における道路機能を確保するため、町道について、のり面等危険箇所調査により対策工事の

必要箇所を指定し、整備を図る。 

(2) 橋梁の整備 

地震発生時における橋梁の確保のため、各管理橋梁について、補修等対策が必要なものの調査を行い、

順次対策工法等を定め、改修に努める。 

(3) 河川等の整備 

河川管理者及び町は、次のとおり、安全と利用の両面から河川施設の整備を推進する。 
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ア 河川管理施設の安全性の確保 

地震災害時における樋門、排水機等の施設の被害を防止するため、それぞれの施設について耐震診

断と破壊影響等の調査を実施し、補強対策工事の必要な箇所を指定し、整備を図る。 

イ 河川空間の整備 

河川の防災・避難空間としての機能を踏まえ、地震災害時の防災・避難場所としての一時的活用を

図る。また、高水敷を利用した緊急河川敷通路の検討・整備を図る。 

ウ 消防水利の強化 

河川水利用の消火活動に資するため、必要に応じて河川堤防や河岸から水辺へのアプローチの改善

を図る。また、水道管等の被災による消防水利の不足に備えるため、用水路、ため池等の活用を図る。 

エ 河川管理施設等の整備拡充 

万一の災害及び決壊の事態が生じた場合、人家や公共施設に重大な影響を及ぼすことが懸念される

ことから、緊急時に備えて、管理施設（観測施設）等の整備拡充を図る。 

 

6 都市の防災対策 

(1) 都市防災の推進 

町は、市街地における地震災害を防止、軽減する観点から土地利用の規制・誘導、避難場所、避難路等

の整備及び建築物の不燃化等による市街地の整備の施策を総合的に展開する。 

ア 都市防災の目標 

町の災害特性を踏まえ、市街地における構造的強化を図り、災害による被害を防止、軽減するまち

づくりを促進する。 

イ 都市防災の基本方針 

(ｱ) 災害の危険性を軽減するまちづくり 

(ｲ) 災害を防御し、安全な避難を可能とするまちづくり 

(ｳ) 安全で快適な環境の創造 

ウ 土地利用の規制・誘導の方針 

災害に強いまちづくりを目指し、災害危険を軽減する都市空間を形成するため、基盤施設整備の促

進によるオープンスペースの確保、大規模跡地の防災的利用、防災上重要な農地、緑地の保全・整備

等の総合的、計画的な土地利用施策を推進する。 

エ 防災基盤施設の整備方針 

大規模地震時における市街地大火災等の災害の発生や拡大を軽減し、災害発生時の避難を可能とす

るため、指定緊急避難場所又は指定避難所、避難路、防災緑地の整備を推進する。 

オ 実現化の方針 

地震被害想定結果等から危険性の高い地域は早期整備を進めるものとし、特に、火災による延焼の

危険性が高い地域から優先的に指定緊急避難場所又は指定避難所、避難路等の整備、建築物の不燃化

の促進等を図る。 
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第２項 火災防止対策 

一般対策編第２章第５節第１項「火災予防計画」を準用する。 

 

 

第３項 危険物等の災害予防対策 

一般対策編第２章第５節第３項「危険物等保安対策」を準用する。 
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第４項 地盤の液状化対策 

1 計画の方針 

県平野部（特に沖積層が厚く堆積したところ）の地盤は軟弱であることを踏まえ、県を震源とした地震はもと

より、周辺県、さらに遠隔地で発生した地震においても、それが長周期地震動を伴い、揺れの時間が長いほど地

盤の液状化現象の発生が考えられる。そこで、埋立地や旧河道等の液状化のおそれのある個所を始めとして、地

形分類や浅部の地盤データの収集とデータベース化の充実等を図るとともに、施設の特性を踏まえた技術基準を

検討し、その結果に基づいて、適切な予防措置及び迅速な安全点検を講ずる。 

 

2 液状化危険度に関する意識啓発 

町及び県は、現在ある液状化危険度マップの周知、自宅周辺の過去の土地利用の経過など把握をすすめ、一般

住宅の液状化対策工法の周知など、より具体的な液状化危険度に関する意識啓発を行う。 

 

3 液状化危険度調査の見直し 

町及び県は、揺れの時間の長さを考慮した、精度の高い液状化危険度マップを作成し、平素から液状化危険度

を把握するとともに、住民に対する危険度の周知に努める。 

 

4 堤防の液状化対策 

強い揺れが長く続く地震動が発生した場合には地盤の液状化による堤防の沈下が懸念される。河川管理者は、

水害の二次被害を防ぐため、堤防の耐震点検及び液状化に備えた対策等を適切に行う。 

 

5 ライフライン施設等の液状化対策 

町及び県は、ライフライン施設に関して、地盤改良等により液状化の発生を防止する対策や、マンホールの浮

き上がり防止など液状化が発生した場合でも施設等の被害を防止する対策を実施する。 
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第５項 災害危険区域の防災事業の推進 

1 計画の方針 

町有面積の約3割は山地であり、がけ崩れ、山崩れ、地すべり、さらには、亜炭鉱の坑道が空洞のまま残され

た多くの箇所において、地表沈下や陥没が現在も続いている。これらの地震発生時に災害の危険性のある区域を

いくつかかかえているとともに、道路の地割れ、陥没、堤防の損傷等が発生するおそれがある。また、大規模な

地震が発生した場合、これらの被害により、一瞬にして多くの人命を失い、また広範囲に人命が危険にさらされ

るおそれがあり、防災事業の推進が必要である。 

このため町は、国、県とともに災害危険区域を把握し、関係機関及び住民に周知徹底するとともに、緊急度の

高い区域から防災事業の推進及び指導を図る。 

 

2 土地利用の適正誘導 

町及び県は、地盤災害の予防対策として、土地基本法（平成元年法律第84号）の基本理念を踏まえ、国土利用

計画法（昭和49年法律第92号）に基づく国土利用計画、土地利用基本計画、さらに都市計画法（昭和43年法律第

100号）をはじめとする各種個別法令等により、適正かつ安全な土地利用への規制・誘導を図る。同時に、地盤

地質をはじめ自然条件の実態を把握する自然環境に関するアセスメントを実施することによって、地震に伴う地

盤災害の予防を検討する必要がある。 

この他地盤災害の発生すると思われる地域の人々へは、防災カルテや防災マップ等により正しい知識の普及に

努め、周知徹底を図る必要がある。 

 

3 宅地造成の規制誘導 

町及び県は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)や都市計画法の開発許可制度によって一定規模以上の

宅地造成を許可制度とし、擁壁の技術基準など、宅地の安全確保を図るため規制誘導策を進める。 

 

4 土砂災害防止事業 

国、県及び町は、土砂災害危険箇所（土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所等）の把握

を行い、法令に基づき砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等を指定し、有害行為等の規制等

を行うとともに、次により土砂災害防止事業の推進及び警戒避難に資する情報提供を図るものとする。 

また、土砂災害危険箇所、及び非常時の避難場所を記載した土砂災害危険区域図（ハザードマップ）を作成・

配布するとともに、土砂災害危険箇所表示看板を設置し、地域住民に対し周知を実施する。 

 

5 治山事業 

国及び県は、山腹崩壊地及び危険地、荒廃渓流及び荒廃のきざしのある渓流等について、復旧治山事業及び予

防治山事業の推進を図る。また、森林機能の低下している森林については、保安林整備事業等によって森林の造

成を推進するものとする。 

 

6 老朽ため池の整備（ダム） 

町及び県は、ため他のうち設置年次が古いこと等によりダム及びその施設が老朽化し、ダム決壊により下流地

域に洪水の発生のおそれのあるものについて、緊張度の高いものから順次堤体断面の補強、余水吐断面の拡大及

び取水施設の整備を図るものとする。 
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7 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

町、県及びその他の関係機関は、傾斜地において土地造成が行われる場合は、土砂崩れ、擁壁の崩壊等の危険

が予想されるため、土地造成業者に対し安全を図るよう指導する。 

また、既存の土地造成地にあって、崩壊等の危険のある土止め施設等については、その危険を周知し、防災対

策を確立するよう指導するものとする。 

更に土砂災害のおそれのある区域について、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）に基づき、県は町の意見を聴いて、災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、土

砂災害により著しい危害が生じるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域に指定し、特別警戒区域について

は、新たな住宅等の立地抑制を図り、町は警戒区域ごとに土砂災害に係る情報伝達及び警戒避難体制の整備を図

り、土砂災害から地域住民の生命を守るよう努めるものとする。 

土砂災害警戒区域の指定がなされた区域内では、県は、土砂災害警戒区域に関する資料を関係市町村に提供し、

県は、町地域防災計画において土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制の整備等の推進が図られるよう支

援する。 

 

8 液状化対策 

町は、県の提供する被害想定により作成した地盤の地震動及び液状化判定図等の住民への周知、自然災害回避

（アボイド）行政による情報の提供を支援及び、地震動を含め、建築物の液状化対策に関する知識の普及を支援

する。なお、県は地震動及び液状化による建築物被害が想定される区域の建築については、安全上有効と考えら

れる対策を講ずるよう指導する。 

町は、その結果を防災カルテや防災マップ等により、住民等に周知徹底を図っていく。 

 

9 亜炭廃坑の陥没予防事業 

国は、町及び県の要望を受け、南海トラフ巨大地震の発生により震度6弱以上が予想される地域であって、亜

炭採掘跡の陥没の危険性が見込まれる場合において、地盤の脆弱性調査及び地下にある空洞を充てんする工事を

支援する「南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災モデル事業」（平成25年度補正予算）を新設した。 

町及び県は、連携してモデル事業の補助金を活用し、陥没の危険のある廃坑についての調査や埋め戻しなど亜

炭廃坑の陥没予防事業を推進するものとする。 

また、今後も陥没予防事業が継続できるよう国に対して要望していくものとする。 
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第６項 ライフライン施設対策 

一般対策編第２章第17節「ライフライン施設対策」を準用する。 
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第６節 文教関係の予防計画 

第１項 文教対策 

一般対策編第２章第６節第１項「文教対策」を準用する。 

 

 

第２項 文化財保護対策 

一般対策編第２章第６節第２項「文化財保護対策」を準用する。 
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第７節 行政機関の業務継続体制の整備 

一般対策編第２章第18節「行政機関の業務継続体制の整備」を準用する。 

 

 

第８節 企業防災の促進 

一般対策編第２章第19節「企業防災の推進」を準用する。 

 

 

 

第９節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

1 計画の方針 

社会的条件、自然的条件等を総合的に勘案して、地震により著しい被害が生ずるおそれがあると認められる地

区について、地震防災対策上緊急に整備すべき施設等の整備を重点的に行う。 

 

2 地震防災緊急事業の推進 

町は、県が作成する地震防災対策特別措置法（平成7年法律第111号）による地震防災緊急事業五箇年計画に基

づき、特に緊急を要する施設等の整備を重点的に行うものとする。 

 

 

 

 


